
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

平

成

二

十

六

年

度

公

文

書

の

開

示

の

実

施

状

況

総

務

学

事

課

○

平

成

二

十

六

年

度

個

人

情

報

保

護

制

度

の

運

用

〃

担

当

課

（

室

）

状

況

目

次

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

鳥

獣

保

護

員

設

置

規

則

及

び

岡

山

県

事

自

然

環

境

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

農

用

地

利

用

配

分

計

画

の

認

可

農

村

振

興

課

○

岡

山

県

食

の

安

全

・

安

心

の

確

保

及

び

食

育

の

生

活

衛

生

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

推

進

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

の

完

了

る

規

則

○

〃

〃

○

岡

山

県

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

建

築

指

導

課

○

〃

〃

【

議

会

】

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

平

成

二

十

六

年

度

公

文

書

の

開

示

の

実

施

状

況

総

務

課

○

平

成

二

十

六

年

度

個

人

情

報

保

護

制

度

の

運

用

〃

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

自

然

環

境

課

状

況

【

教

育

委

員

会

】

正

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

生

活

安

全

企

画

課

○

義

務

教

育

諸

学

校

の

教

科

用

図

書

採

択

地

区

の

教

育

委

員

会

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

設

定

の

一

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

○

特

定

施

設

の

構

造

等

変

更

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

○

警

備

業

法

に

基

づ

く

講

習

生

活

安

全

企

画

課

【

正

誤

】

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

岡

山

県

鳥

獣

保

護

員

設

置

規

則

の

一

部

改

正

の

総

務

学

事

課

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

正

誤

○

〃

〃

【

公

告

】

岡

山

県

公

報
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平成２７年５月２９日 第１１６８９号

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
九
号

岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
及
び
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
及
び
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岡
山
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
則

第
一
条
中
「
鳥
獣
保
護
事
業
」
を
「
鳥
獣
保
護
管
理
事
業
」
に

「
鳥
獣
保
護
員
」
を
「
鳥
獣
保
護
管
理
員
」
に
改
め
る
。

、

第
二
条
中
「
鳥
獣
保
護
員
」
を
「
鳥
獣
保
護
管
理
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
鳥
獣
保
護
員
」
を
「
鳥
獣
保
護
管
理
員
」
に
改
め

「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適

、

正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に

「
鳥
獣
の
保

、

護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
鳥
獣
保
護
員
」
を
「
鳥
獣
保
護
管
理
員
」
に
改
め
る
。

岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則

岡
山
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
則

岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
抜
す
い

岡
山
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
則

別
記
様
式

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

中
「

」
を
「

（表）

（裏）

抜
粋

鳥
獣
保
護
員
の

鳥
獣
保
護
管
理
員
の

の
各
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め

「

」
を
削
り

「

（
」
を
「

、

、

、

す
る
法
律

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

（
」
に

「

」
を
「

」
に

「

、

、

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

す
る
法
律
施
行
規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

鳥
獣
保
護
員
は

鳥
獣
保
護
管
理
員
は

、

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

鳥
獣
保
護
事

別
表
第
三
自
然
環
境
課
の
部
３
の
項
中
「

（
」
を
「

（
」
に
改
め
、
同
項
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

」

業
計
画
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

鳥
獣
保
護
管
理
事
業
計
画

第
一
種
特
定
鳥
獣
保
護
計
画
及
び
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画

第
７
条
第
１
項

第
７
条
の
２
第
１
項

、

，
，

を
加
え
、
同
項
５
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、
９
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、
８
を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
定
鳥
獣

第
二
種
特
定
鳥
獣

13

17

12

11

11
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住
居
集
合
地
域
等
に
お
け
る
麻
酔
銃
猟
の
許
可
及
び
許
可
の
取
消
し

第
○

1
2

（

3
8

1
1

）

条
の
２
第
１
項

第
項

，

別
表
第
三
自
然
環
境
課
の
部
３
の
項
中
７
を
９
と
し
、
同
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
等

第
条
の
２

第
条
の
７
第
１
項

第
○

1
0

（

1
8

1
8

，
，

1
8

1
8

1
0

）

条
の
８
第
２
項

第
条
の

第
２
項

，

別
表
第
三
自
然
環
境
課
の
部
３
の
項
６

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
６
を
同

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(5)

項
８
と
し
、
同
項
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
実
施
計
画
の
策
定

第
条
の
２
第
１
項

○

（

1
4

）

７
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
が
実
施
計
画
に
適
合
す
る
旨
の
確
認

第
○

（

1
4

）

条
の
２
第
５
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
号

岡
山
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
食
育
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
食
育
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岡
山
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
食
育
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山

県
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
加

工
食
品
、
同
令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
生
鮮
食
品
（
第
四
号
に
お
い
て
「
一
般
用

生
鮮
食
品
」
と
い
う

）
又
は
添
加
物
（
同
令
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
業
務
用
添
加

。

物
を
除
く
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

（
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
一
般
用
加
工
食
品
等
」

。
）

と
い
う

）
の
表
示
が
同
令
第
三
条
第
一
項
、
第
十
九
条
又
は
第
三
十
二
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の

。

規
定
の
う
ち
保
存
の
方
法
の
表
示
に
係
る
部
分
に
限
る

）
の
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る

。

場
合

三

一
般
用
加
工
食
品
等
の
表
示
が
食
品
表
示
基
準
第
三
条
第
二
項
、
第
十
九
条
又
は
第
三
十
二
条

第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
ア
レ
ル
ゲ
ン
（
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な
る
物
質
を
い

う

）
の
表
示
に
係
る
部
分
に
限
る

）
の
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

。

。

四

一
般
用
生
鮮
食
品
又
は
添
加
物
の
表
示
が
食
品
表
示
基
準
第
十
九
条
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
使
用
の
方
法
の
表
示
に
係
る
部
分
に
限
る

）
の
規
定
に
違
反
す
る
と

。

認
め
ら
れ
る
場
合

、

、

。

第
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し

第
五
号
を
第
六
号
と
し

第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

五

一
般
用
加
工
食
品
等
の
容
器
包
装
（
容
器
包
装
が
小
売
の
た
め
に
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

当
該
包
装
）
に
記
載
さ
れ
た
食
品
表
示
基
準
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
賞
味
期
限
（
品

質
が
急
速
に
劣
化
し
や
す
い
一
般
用
加
工
食
品
等
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
消
費

期
限
）
が
当
該
一
般
用
加
工
食
品
等
に
つ
い
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
年
月
日
後
の
年
月
日
で
あ
る

場
合附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
表
示
を
さ
れ
た
改
正
後
の
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
用
加
工
食

、

、

。

品
等
に
つ
い
て
は

同
号
か
ら
同
条
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
一
号

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中

ま
で

の
下
に

又
は
第
百
三
十
七
条
の
十
六

第
二
号
に
限
る

を

建

「

」

「

（

。
）
」

、「

築
物
」
の
下
に
「

法
第
八
十
六
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
当
該
増
築

（

等
を
す
る
独
立
部
分
に
限
る

」
を

「
改
築
し
」
の
下
に
「
、
移
転
し
」
を
加
え
る
。

。
）

、

第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
又
は
政
令
」
を
「
、
政
令
」
に

「
第
三
項
の
」

、

「

」

、

、

を

第
三
項
又
は
政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の

に
改
め

同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し

第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
既
存
不
適
格
調
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）

第
十
二
条
の
二
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
全
体
計
画

が
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
審
査
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
省
令
第
十
条
の

二
十
三
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
の
ほ
か
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の

写
し
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一
号
の
二
中
「

」
の
次
に
「

1
2

」
を
加
え
る
。

第
３
条

第
条
の
２

，

様
式
第
十
一
号
の
四
（
そ
の
一
）
中

「

を

・
増
築

・
改
築

・
大
規
模
の
修
繕

・
大
規
模
の
模
様
替

」

「

に
改
め
る
。

・
増
築

・
改
築

・
移
転

・
大
規
模
の
修
繕

・
大
規
模
の
模
様
替

」

附

則

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

別
表
環
境
文
化
部
の
部
自
然
環
境
課
の
項
中

を

と
し
、
３
か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
２
中
「

5
5

」
を
「

5
5

」
に
改
め
、
同
２
を
同
項
４
と
し
、
同
項
１
の
次
に
次
の
よ
う
に

第
条

第
条
第
１
項

55

57

54

加
え
る
。

２
日

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
等

4
0

条
の
２

第
条
の
７
第
１
項

第
条
の
８
第
２
項

1
8

1
8

1
8

，
，

３
日

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

住
居
集
合
地
域
等
に
お
け
る
麻
酔
銃
猟
の
許
可

1
4

条
の
２
第
１
項

3
8

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
公
安
委
員
会
の
部
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
補
助
金
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
青
色
防

県
民
総
ぐ
る
み

警
察
本

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

定
額

犯
パ
ト
ロ
ー
ル

に
よ
る
犯
罪
抑

部
長
か

ル
活
動

活
動
補
助
金

止
活
動
の
推
進

ら
適
正

証
明
を

受
け
た

団

体

（
市
町

村
を
除

く

）
。

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結

果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

西
備
工
業
株
式
会
社

住
所

井
原
市
高
屋
町

－
１

2
6
7

氏
名

代
表
取
締
役

北
村

博
則

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
西
備
工
業
株
式
会
社

所
在
地

井
原
市
高
屋
町

－
１

2
6
7

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



(3) 特定施設に関する事項

変更なし

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 №６～26排水口

新 設
区 分

通 常 最 大

水 量（㎥／日） 0 0

ｐ Ｈ － －

ＢＯＤ（㎎／ℓ） － －

ＣＯＤ（㎎／ℓ） － －

Ｓ Ｓ（㎎／ℓ） － －

油 分（㎎／ℓ） － －

Ｔ－Ｎ（㎎／ℓ） － －

Ｔ－Ｐ（㎎／ℓ） － －

アンモニア，アンモニウ
－ －ム化合物，亜硝酸化合物

及び硝酸化合物（㎎／ℓ）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成27年５月29日から同年６月19日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

ま
た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

門

田

康

孝

肢
体
不
自
由

笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

海

部

三
香
子

ぼ
う
こ
う
・
直
腸

笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

橋

本

敏

行

肢
体
不
自
由

津
山
中
央
病
院

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

竹

内

龍

三

ぼ
う
こ
う
・
直
腸

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五

一

－

久

保

孝

文

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

西

原

正

信

心
臓

杉
山
内
科
循
環
器
科
医
院

真
庭
市
久
世
二
五
一
八

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

守

本

研

二

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
、
小
腸

吉
備
高
原
ル
ミ
エ
ー
ル
病
院

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
宮
地
三
三
三
六

一
五

－

兒

玉

昌

之

肢
体
不
自
由

笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

村

田

匡

ぼ
う
こ
う
・
直
腸

総
合
病
院
玉
野
市
立
玉
野
市
民
病
院

玉
野
市
宇
野
二

三

一

－
－

湯

浅

一

郎

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸

総
合
病
院
玉
野
市
立
玉
野
市
民
病
院

玉
野
市
宇
野
二

三

一

－
－

淀

川

正

和

視
覚

淀
川
眼
科
医
院

津
山
市
南
新
座
一
〇
七

三

－

竹

内

誠

呼
吸
器
、
免
疫

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

赤

木

克

己

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五

一

－

吉

田

修

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸
、
肝
臓

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
定
期
検
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百

二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

新

見

市

新
見
市
役
所
神
郷
支
局

平
成
二
十
七
年

一
〇:

三
〇
～

七
月

二
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

井
倉
公
民
館

〃

三
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

土
橋
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
役
所
哲
西
支
局

〃

六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

上
市
公
民
館

〃

七
日

一
〇:
〇
〇
～

一
二:

〇
〇

新
見
市
役
所
哲
多
支
局

〃

〃

一
三:
三
〇
～

一
五:
〇
〇

熊
谷
公
民
館

〃

八
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

新
見
市
役
所
大
佐
支
局

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

〃

九
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

笠

岡

市

笠
岡
市
役
所
真
鍋
島
出
張
所

〃

十
三
日

一
三:

〇
〇
～

一
四:

〇
〇

笠
岡
市
役
所
北
木
島
出
張
所

〃

〃

一
五:

三
〇
～

一
六:

〇
〇

笠
岡
市
役
所
白
石
島
出
張
所

〃

十
四
日

一
〇:

〇
〇
～

一
一:

〇
〇

Ｊ
Ａ
倉
敷
か
さ
や
大
井
支
店

〃

十
五
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

笠
岡
市
民
会
館

〃

十
六
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇
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〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
七
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

笠
岡
中
央
公
民
館

〃

二
十
一
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
二
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
の
規
定

。

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

井
原
市

二

事
業
の
種
類

井
原
市
芳
井
健
康
増
進
福
祉
施
設
駐
車
場
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岡
山
県
井
原
市
芳
井
町
吉
井
字
下
川
田
地
内

２

使
用
の
部
分

岡
山
県
井
原
市
芳
井
町
吉
井
字
下
川
田
地
内

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

井
原
市
芳
井
健
康
増
進
福
祉
施
設
駐
車
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

）
は
、

。

法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
、

運
動
場
、
墓
地
、
市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
駐
車
場
を
整
備
す
る
事

業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
井
原
市
は
、
本
施
設
を
井
原
市
第
６
次
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画

で
健
康
づ
く
り
拠
点
施
設
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
も

財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
不
足
の
常
態
化
が
解
消
さ

(1)
れ
る
こ
と
に
よ
る
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
及
び
市
道
の
横
断
が
減
る
こ
と
に
よ
る
利
用
者
の

安
全
性
の
確
保
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
①
利
用
者
に
と
っ
て
便
利
で
あ
り
、
高
い
安
全
性
が

保
た
れ
る
こ
と
、
②
事
業
に
必
要
な
一
団
の
土
地
が
確
保
で
き
る
こ
と
、
③
経
済
性
が
高
い
こ

と
を
条
件
と
し
て
複
数
の
候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し

て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は

本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

平

、

（

(2)
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成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
並

び
に
起
業
地
及
び
起
業
地
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
か
ら
保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き

動
植
物
、
文
化
財
等
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利

益
は
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と

で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

(3)

(1)

(2)

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
施
設
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
指
定
管
理
受
託
業
者
か
ら
そ
の
実
現
に
対
す
る
要
望
が

強
い
こ
と
か
ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
全
て

本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用

の
範
囲
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十

条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

井
原
市
役
所
市
民
生
活
部
芳
井
振
興
課
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〔
一
九
七
〕
岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
（
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
各
実
施
機
関
に
お

け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

公
文
書
開
示
請
求
件
数

１

請
求
件
数

一
、
七
三
七
件

２

処
理
状
況

開
示

一
、
三
〇
五
件

一
部
開
示

三
七
四
件

非
開
示

九
件

公
文
書
不
存
在

三
三
件

対
象
外

一
件

取
下
げ

一
五
件

３

実
施
機
関
別
内
訳

知
事

一
、
五
三
七
件

教
育
委
員
会

四
四
件

選
挙
管
理
委
員
会

一
五
件

公
安
委
員
会

二
件

労
働
委
員
会

一
件

収
用
委
員
会

二
件

警
察
本
部
長

四
四
件

公
営
企
業
管
理
者

八
八
件

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

一
件

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

三
件

二

不
服
申
立
て
件
数

三
件
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〔
一
九
八
〕
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
各
実
施
機
関
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数

一
、
六
〇
一
件

二

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
件
数

１

請
求
件
数

六
三
件

２

処
理
状
況

開
示

一
九
件

一
部
開
示

三
九
件

公
文
書
不
存
在

五
件

３

実
施
機
関
別
内
訳

知
事

一
六
件

教
育
委
員
会

五
件

人
事
委
員
会

二
件

公
安
委
員
会

三
件

警
察
本
部
長

三
七
件

三

保
有
個
人
情
報
訂
正
等
請
求
件
数

〇
件

四

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
等
請
求
件
数

〇
件

五

簡
易
な
開
示
請
求
に
よ
る
開
示
件
数

１

開
示
件
数

三
三
、
九
二
三
件

２

実
施
機
関
別
内
訳

知
事

一
〇
八
件

教
育
委
員
会

二
、
三
〇
九
件

人
事
委
員
会

二
五
二
件

警
察
本
部
長

三
一
、
二
四
八
件

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

六
件

六

不
服
申
立
て
件
数

〇
件
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〔
一
九
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
マ
イ
ル
・
つ
る
み

三

代
表
者
の
氏
名

信
宮

勝
正

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
鶴
海
一
五
七
七
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

、

、

こ
の
法
人
は

こ
の
地
域
を
大
家
族
と
位
置
づ
け

こ
こ
に
暮
ら
す
ひ
と
り
ひ
と
り
が
つ
な
が
り

お
互
い
が
支
え
合
い
助
け
な
が
ら
安
心
し
て
住
め
る
、
住
み
よ
い
・
明
る
い
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
二
〇
〇
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ゆ
め
タ
ウ
ン
井
原

所
在
地

井
原
市
下
出
部
町
一
〇
〇
五

一
ほ
か

－

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

住
所

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

山
西

泰
明

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(1)

（
変
更
前
）

名
称

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

住
所

広
島
県
広
島
市
南
区
京
橋
町
二
番
二
二
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

山
西

泰
明

（
変
更
後
）

名
称

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

住
所

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

山
西

泰
明

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(2)

（
変
更
前
）
届
出
書
別
紙
一
に
記
載
の
と
お
り

（
変
更
後
）
届
出
書
別
紙
一
に
記
載
の
と
お
り

４

変
更
年
月
日

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
九
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



〔
二
〇
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

大
野

泰
彦

玉
野
市
宇
藤
木
七
二
三

一

理

事

－

北
村

公
茂

北
村

公
茂

岡
山
市
南
区
西
高
崎
五
一

〃

岡
田

敏
男

岡
田

敏
男

〃

〃

〃

九
〇

〃

藤
井

昌
義

藤
井

昌
義

〃

〃

〃

三
六

二
八

〃

－

佐
藤

澄

佐
藤

澄

〃

〃

〃

三
八

四
七

〃

－

山
下

勇

山
下

勇

〃

〃

〃

四
七

九

〃

－

橋
本

研
一

橋
本

研
一

〃

〃

〃

四
〇

〃

岡
田
美
喜
夫

玉
野
市
東
高
崎
二
六

三
七

〃

－

小
川

康
和

〃

〃

二
七

四
二

〃
－

藤
原

義
則

〃

〃

四
〇

二
二

〃
－

岡
本

信
秋

岡
本

信
秋

岡
山
市
南
区
西
高
崎
三
七

監

事

田
村

彰

〃

〃

〃

五
五

〃

戸
澤

国
二

〃

〃

〃

四
九

一
七

〃

－

大
塚
弥
太
郎

玉
野
市
宇
藤
木
二
五
六

〃

荒
木

秀
久

玉
野
市
東
高
崎
三
四

三
九

〃

－
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〔
二
〇
二
〕
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八

条
第
一
項
の

、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

規
定
に
よ
り

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

尾
﨑

毅

真
庭
市
上
市
瀬
四
七
四

真
庭
市
上
市
瀬
字
桧
四
八
四

一
他
三
筆

－

石
原

公
基

真
庭
市
関
二
一
〇
五

真
庭
市
関
字
関
上
一
八
九
一

竹
川

正
基

真
庭
市
蒜
山
別
所
四
二
五

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
前
田
五
〇
二
他
三
筆

－

一

株
式
会
社
城
北

真
庭
市
山
久
世
三
一
九

真
庭
市
柴
原
字
身
方
二
三
三

六
他
二
四
筆

－

農
産
あ
い
が
も

フ
ァ
ー
ム

東
真
産
業
株
式

真
庭
市
勝
山
八
〇
五

真
庭
市
上
水
田
字
上
方
新
田
五
九
七
他
二
筆

会
社

春
名

修
司

美
作
市
宮
本
二
六
〇

美
作
市
宮
本
字
河
淵
七
四
〇

一
他
二
筆

－

農
事
組
合
法
人

美
作
市
赤
田
一
〇

三

美
作
市
吉
字
原
田
六
九

一
他
五
筆

－
－

赤
田
営
農
セ
ン

タ
ー

き
は
ん
ト
ラ
イ

美
作
市
壬
生
一
五
六

美
作
市
壬
生
字
福
原
一
四
九
他
五
筆

ア
ン
グ
ル
興
業

有
限
会
社

中
嶋

勝
志

美
作
市
下
庄
町
三
一
八

美
作
市
下
庄
町
字
釈
伽
田
二
四
三
他
一
筆

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



花
田

義
和

美
作
市
滝
四
八
四

美
作
市
豊
野
字
溝
ノ
上
一
四
一

二
他
七
筆

－
安
東

義
治

美
作
市
梶
原
二
九
一

美
作
市
梶
原
字
中
ノ
坪
一
二
九

一
他
三
筆

－

安
東

弘
勝

美
作
市
梶
原
二
六
六

美
作
市
梶
原
字
ホ
キ
二
五
九
他
八
筆

石
生

和
男

美
作
市
梶
原
一
四

一

美
作
市
小
野
字
乢
田
一
六
九
七
他
二
筆

－

安
東

泉

美
作
市
梶
原
一
一
六

四

美
作
市
梶
原
字
中
ノ
坪
一
三
〇

一
他
一
筆

－
－

横
山
裕
繰
夢

岡
山
市
北
区
平
田
三
六
九

美
作
市
巨
勢
字
大
境
二
九
四
二

一
他
一
筆

－
－

四

か
み
さ
い
農
産

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
五
一

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
弥
曽
一
三
四
二

一

－

株
式
会
社

二

一

他
九
筆

－

株
式
会
社
未
来

苫
田
郡
鏡
野
町
井
坂
五
二
三

苫
田
郡
鏡
野
町
羽
出
字
布
江
三
〇
他
二
筆

奥
津

七

－

筈
尾

征
司

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
八
二
六

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
字
中
畝
九
三
八

一
他
二

－

一

筆

－

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日

三

申
請
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
四
日

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



〔
二
〇
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
立
川
字
吉
六

七
二
六

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

美
作
市
大
町
一
七
二
四

四

－

鈴
木

好
枝

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
六
号

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



〔
二
〇
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
東
阿
曽
字
御
崎
鼻
四
一
一

一
、
四
一
四

一

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
幸
町
六

九

－

菊
川

恵
子

菊
川

和
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
六
号

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



〔
二
〇
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
肘
曲
り
二
四
二

七
、
二
四
二

八

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
津
島
桑
の
木
町
三

二
Ｃ
棟
三
〇
三
号

－

大
久
保
哲
也

大
久
保
睦
美

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
八
号

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
議
会
公
告

岡
山
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
八
十
四
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
岡
山
県
議
会
に
お
け

る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
議
会
議
長

小

野

泰

弘

一

公
文
書
開
示
請
求
件
数
及
び
処
理
状
況

１

請
求
件
数

一
八
件

２

処
理
状
況

開
示

八
件

一
部
開
示

一
〇
件

二

不
服
申
立
て
件
数
及
び
処
理
状
況

１

不
服
申
立
て
件
数

〇
件

２

処
理
状
況

な
し

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
議
会
公
告

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
九
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
岡
山
県
議
会
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡
山
県
議
会
議
長

小

野

泰

弘

一

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
件
数
及
び
処
理
状
況

１

請
求
件
数

〇
件

２

処
理
状
況

な
し

二

保
有
個
人
情
報
訂
正
等
請
求
件
数

〇
件

三

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
等
請
求
件
数

〇
件

四

簡
易
な
開
示
請
求
に
よ
る
開
示
件
数

該
当
な
し

五

不
服
申
立
て
件
数
及
び
処
理
状
況

１

不
服
申
立
て
件
数

〇
件

２

処
理
状
況

な
し

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
（
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の

設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

表
中

「

玉
野
市
地
区

玉
野
市

を
」

「

玉
野
市
地
区

玉
野
市

に
改

備
前
市
地
区

備
前
市

」

め

「
備
前
市

」
を
削
る
。

、

平成２７年５月２９日　岡山県公報　第１１６８９号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
七
年
八
月
十

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁

施
設
警
備
業
務

九
日
（
水
曜
日
）
か
ら

午
後
五
時
三
十

目
一
一
番
一
八
号

同
月
二
十
一
日
（
金
曜

分
ま
で

岡
山
共
済
会
館

日
）
ま
で
の
三
日
間

二

講
習
対
象
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る

（

「

」

。
）

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書

以
下

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

と
い
う

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年

以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

。

も
の
に
限
る

）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い

。

う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

。

（

。
）

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
二
項
に

。
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規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た
者

。

５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の

に
限
る

）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

。

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

ア
の
写
し

イ

次
の
区
分
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
に
係
る
書
類

二
１
に
該
当
す
る
者

(ｱ)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い

う

）
及
び
履
歴
書

。二
２
に
該
当
す
る
者

(ｲ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

。
二
３
に
該
当
す
る
者

(ｳ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。
二
４
に
該
当
す
る
者

(ｴ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し

。

二
５
に
該
当
す
る
者

(ｵ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

２

提
出
先
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県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

二
万
三
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

十
五
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ

て
も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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〔
一
七
〕
昭
和
五
十
四
年
八
月
三
日
付
け
公
布
岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
改
正
（
岡
山
県

規
則
第
四
十
四
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
段
・
行

誤

正

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号

大
正
７
年
法
律
第

号

七
〇
七
・
下
・

3
2

五七
〇
七
・
下
・

八

第
十
二
条
第
一
項

第
条
第
１
項

七
〇
七
・
下
・

1
2

六七
〇
七
・
下
・

九
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〔
一
八
〕
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
鳥
獣
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
改
正
（
岡
山
県

規
則
第
六
十
九
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
段
・
行

誤

正

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号

大
正
７
年
法
律
第

号

二
九
五
・
上
・

3
2

二
〇

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号

平
成

年
法
律
第

号

二
九
五
・
上
・

1
4

8
8

終
わ
り
か
ら
一

第
十
二
条
第
一
項

第
条
第
１
項

九

1
2

第
九
条
第
一
項

第
９
条
第
１
項

二
九
五
・
上
・

終
わ
り
か
ら
一

八

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
四

昭
和

年
政
令
第

号

二
九
五
・
上
・

2
8

2
5
4

号

終
わ
り
か
ら
一

七

昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
百
八
号

昭
和

年
農
林
省
令
第

号

二
九
五
・
上
・

2
5

1
0
8

終
わ
り
か
ら
一

六

平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号

平
成

年
政
令
第

号

二
九
五
・
上
・

1
4

3
9
1

終
わ
り
か
ら
一

五

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号

平
成

年
環
境
省
令
第

号

二
九
五
・
上
・

1
4

2
8

終
わ
り
か
ら
一
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四

第
二
十
条
ノ
四

第
条
ノ
４

二
九
五
・
上
・

2
0

終
わ
り
か
ら
一

第
七
十
六
条

第
条

三

7
6

第
十
九
条
ノ
二
第
一
項

第
条
ノ
２
第
１
項

1
9

第
七
十
五
条
第
三
項

第
条
第
３
項

二
九
五
・
上
・

7
5

終
わ
り
か
ら
一

二
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